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【手続補正書】
【提出日】平成25年8月9日(2013.8.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリカ－チタニアガラスのＴｚｃを調節する方法であって、前記方法が、
　チタニア含有量が５～２０重量％の範囲の固化シリカ－チタニアガラスブールを調製す
る工程、
　第１の選択されたアニールサイクルを使用して固化ガラスブールをアニールする工程、
　シリカ－チタニアガラスの初期Ｔｚｃおよび仮想温度Ｔｆ０を決定する工程、
　その条件が、式
　　　　　　Ｔｆ（目標）＝ｆ（Ｔｆ０，Ｔｚｃ０，Ｔｚｃ（目標））
（式中、Ｔｚｃ０はアニールしたガラスの初期ゼロクロスオーバー温度であり、Ｔｆ０は
アニールしたガラスの初期仮想温度であり、Ｔｚｃ（目標）は目標とするＴｚｃ値である
）
により決定される、第２の選択されたアニールサイクルを使用してＴｚｃ値を調節する工
程
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　第２の選択されたアニールサイクルが、
　シリカ－チタニアガラスを、周囲温度から９００℃～１０５０℃の範囲の選択された高
温へ加熱する工程；
　ガラスを選択された高温に、選択された温度におけるガラスの緩和時間定数Ｔｆより長
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い時間保持する工程；
　ガラスを、選択された高温から７５０℃～８５０℃の範囲の選択された中間温度まで、
Ｘ℃／時間の選択された冷却速度で冷却する（ここで、冷却速度Ｘは０．０５℃／時間～
５０℃／時間の範囲である）工程、および
　ガラスを、中間温度から周囲温度にまで５～１００℃／時間の範囲の冷却速度で冷却す
る工程
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　選択された高温での保持時間が０．５時間～１２時間の範囲であることを特徴とする請
求項２に記載の方法。
【請求項４】
　選択された高温から選択された中間温度への冷却は、各工程が独自の冷却速度と温度範
囲を有し、連続する各工程の冷却速度が、温度の段階的な低下に伴い小さくなる、一連の
より小さな工程に分けられることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　第２の選択されたアニールサイクルは、
　シリカ－チタニアガラスを、周囲温度から９３０℃～１０２０℃の範囲の温度へ加熱す
る工程；
　ガラスを、０．７５～２．０時間、９３０℃～１０２０℃の温度に保持する工程；
　ガラスを、９３０℃～１０２０℃の範囲から８００℃まで、Ｘ℃／時間の選択された冷
却速度で冷却する（ここで、冷却速度Ｘは０．２℃／時間～５０℃／時間の範囲である）
工程、および
　ガラスを、８００℃から周囲温度まで、３～８℃／時間の範囲の速度で冷却する工程
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　８００℃から２５℃への冷却速度は、４～６℃／時間の範囲の速度であることを特徴と
する請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記範囲内の任意のチタニア含有量でのＴｚｃを、該チタニア含有量を調節することな
く、±１０℃以内で調節することを特徴とする請求項２または５に記載の方法。
【請求項８】
　前記範囲内の任意のチタニア含有量でのＴｚｃを、該チタニア含有量を調節することな
く、±５℃以内で調節することを特徴とする請求項２または５に記載の方法。
【請求項９】
　５～２０重量％の範囲の選択されたチタニア含有量と、この範囲でチタニア含有量と対
応させて調節可能なＴｚｃを有するシリカ－チタニアガラスであって、前記Ｔｚｃがチタ
ニア含有量を調節することなく±１０℃以内で調節可能であることを特徴とするシリカ－
チタニアガラス。
【請求項１０】
　前記Ｔｚｃがチタニア含有量を調節することなく±５℃以内で調節可能であることを特
徴とする請求項９に記載のシリカ－チタニアガラス。
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